
「老人福祉施設に係る指導監査について」

の一部改正について

平成13年5月18日　老発第201号

厚生労働省老健局長

老人福祉施設に対する指導監査の実施について

は、平成12年5月12日老発第481号本職通知「老人福

祉施設に係る指導監査について」により示している

ところであるが、「身体拘束ゼロ作戦」の推進を図る

観点から、本職通知の別添「老人福祉施設指導監査

指針」の（別紙）主眼事項及び着眼点について、今

般、その一部を別紙のとおり改正することとし、平

成13年4月1日から適用することとしたので、その

取扱いに遺憾のないよう配意されたい。
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改　 正　 前 （旧） 改 正 後 （新）　　　　　　　 l

主　 眼　 事　 項 着　　 眼　　 点 根拠法令等 主　 眼　事　 項 着　　 眼　　 点 根拠法令等

以下略

旦

旦

以下略

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上が

りを妨げるようないすを使用する。
⑧ 脱衣ゃおむつはずしを制限するため

に、介護衣 （つなぎ服）を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、

ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛

るo
⑲ 行動を落ち着かせるために、向精神

薬を過剰に服用させる。

⑪ 自分の意思で開けることのできない

居室等に隔赦する。

（3）施設の管理者及び従業者は、身体拘束廃

止を実現するために正確な事実認識を持っ

ているか。

そのため、施設の管理者は、都道府県等

が行うシンポジウム等に参加し、又は従業

者を参加させるなど従業者の意識啓発に努

めているか。

（4）施設の管理者は、管理者及び各職種の従

業者で構成する「身体拘束廃止委員会」な

どを設置し、施設全体で身体拘束廃止に取

り組むとともに、改善計画を作成している

か。

改善計画に盛り込むべき内容

① 施設内の推進体制

② 介護の提供体制の見直し

③ 「緊急やむを得ない場合」を判断す

る体制・手続き
④ 施設の設備等の改善

⑤ 施設の従業者その他の関係者の意識

啓発のための取り組み

⑥ 入所者の家族への十分な説明

⑦ 身体拘束廃止に向けての数値目標

平13老発155の

2、3

平13老発155の

3 、5
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